
プロジェクト計画書（森林管理プロジェクト用） Ver.4.1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ｊ－クレジット制度 

プロジェクト計画書 

（森林管理プロジェクト用） 

 

プロジェクトの名称： 

 

岐阜県 東白川村森林組合の森林認証林間伐プロジェクト 

～ つちのこ村で，環境にやさしい里山づくり②～ 

 

 

プロジェクト 

実施者名 
 東白川村森林組合 代表理事組合長 村雲義英 印 

 

 

 

 

 妥当性確認申請日 2019 年 2月 13 日 

プロジェクト登録申請日 2019年 3 月 27日 

 

 



2 

 

1 プロジェクト実施者の情報 

1.1 プロジェクト実施者（複数のプロジェクト実施者がいる場合は代表実施者） 

実施者名 
（フリガナ）ヒガシシラカワムラシンリンクミアイ 

東白川村森林組合 

住所 岐阜県加茂郡東白川村越原 46 番地の 1 

 

1.2 プロジェクト代表実施者以外のプロジェクト実施者 ※1 

実施者名 
（フリガナ） 

 

住所  

※1 複数のプロジェクト実施者が参加する場合には、欄をコピーしてそれぞれのプロジェクト実施者の情報を記載すること。 

 

1.3 Ｊ－クレジット保有者 ※1 

保有者名 

 

（フリガナ）ヒガシシラカワムラシンリンクミアイ 

東白川村森林組合 

住所 岐阜県加茂郡東白川村越原 46 番地の 1 

※1 Ｊ－クレジット保有者が決まっている場合は記入すること。 

 ※ 以下、複数のプロジェクトをまとめて申請する場合は、2～4 の内容を方法論ごと・実施場所ごと

に記載すること。 
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2 プロジェクト概要 

2.1 プロジェクトの目的及び概要 

プロジェクト名 岐阜県 東白川村森林組合の森林認証林間伐プロジェクト 

～ つちのこ村で，環境にやさしい里山づくり② ～ 

目的 

 

適正に間伐を行うことにより、オフセット・クレジットを創出する。 

その資金を林業を管理する団地と森林認証に加入する所有者に配分するこ

とでFSC®森林認証取得森林における環境に配慮した森林管理の財源や施

業拡大による雇用の創出、森林所有者が森林の価値を再認識するための啓

蒙活動などに利用する。また、林業が盛んな東濃地域においてJ- クレジット

制度を活用することにより、新しい林業の形態を確立するとともに日本の森林

が持つ重要な機能を多くの人や企業に知ってもらうことをめざす。 

 

概要 

 

森林の持つ機能が最大限に発揮されるよう、地域にあった適正な間伐を行う

ことにより、樹木の成長を促し、温室効果ガスの吸収量を増やす。 

また、搬出量を増やすことで国産のFSC®認証材の供給を増加させる。 

さらに、施業地を集約化して効率的な施業を行うことにより、間伐作業を行う

際に排出される温室効果ガスの排出を削減する。 

 

プロジェクト計画の 

登録を行う森林の場所 

市町村 岐阜県加茂郡東白川村 

場所 ※1 

【プロジェクトの実施場所】 

今回のプロジェクトでは、東白川村森林組合の組合員のうち、

FSC®森林認証に加入している所有者の森林で間伐を行った森

林（一部）を対象とする。 

11 林班～13 林班， 100林班～102林班，138林班～139林班

において実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※1 「○林班～○林班」、「○○事業区」等と記載するとともに、森林計画図等の図面を添付する。 
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2.2 プロジェクト実施前後の状況 

（プロジェクトが実施される森林の現況 ※1）：  

東白川村は岐阜県加茂郡の中でも北東に位置しており、気候的には東濃地方に近い。そのため白川

町・中津川市加子母地区と共に良質な東濃ヒノキの産地として名高い。 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

東白川村森林組合の組合員でFSC®森林認証に加入している所有者の森林は約5,000haで、今回のプロ

ジェクトではその中で間伐を行なう森林約 211ha を対象とする。 

すべて岐阜県加茂郡東白川村内の林小班である。 

 

村内の FSC®森林認証林                  今回の申請対象地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人工林  (緑） 4,237.08ha         村内 3つのエリア、4つの経営計画が 

天然林 （赤） 1,408.15ha         含まれている 

合計 5645.23ha 
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森林タイプは人工林が主であり、ヒノキを中心としてスギなどの針葉樹が主の森林である。本プロジェクト

対象の森林は、東白川村内の約6,700ha の森林（国有林・森林公社などは含まない）のうち、4 つの経営

計画の対象森林であり、以下のような森林の現況となっている。 

 

表 1 

   3  4 5 6 7 8 9 10 11 12    

 
 0.00 1.42 37.84 68.94 65.16 120.29 293.65 

 0 183 7,418 15,285 15,374 36,152 74,412 

  
 0.00 0.00 1.48 4.71 13.43 62.15 81.77 

 0 0 116 1,045 3,512 18,319 22,992 

 
 2.33 0.05 0.29 0.00 12.14 68.15 82.96 

 0 4 27 0 1,336 10,476 11,843 

 

また、プロジェクトにかかる間伐対象森林は約 211ha の森林であり、以下のような状況となっている。 

 

表 2 

   3  4 5 6 7 8 9 10 11 12    

 
 0.00 1.42 11.80 47.37 55.87 71.66 188.12 

 0 183 2,098 10,486 13,053 22,092 47,912 

  
 0.00 0.00 0.00 2.29 5.30 16.15 23.74 

 0 0 0 755 1,879 8,810 11,444 

森林タイプは人工林であり、ヒノキを中心としてスギなどの針葉樹が主の森林である。 

 

※1 森林の現況、森林タイプ（人工林・天然林等）別、樹種別、齢級別の面積と蓄積等について情報を表などにま

とめ説明すること。また、間伐対象林についても同様の表と文章を作成すること。なお、説明には数値を用い、

具体的に説明すること。また、林分が多数にわたる場合には、総括表を記載したうえで、森林簿又は森林経営

計画書から上記情報が含まれている部分の写しを添付しても良い。 

 

（プロジェクトが実施される森林における森林施業及び森林の保護の計画 ※2）：  

森林施業及び保護については、森林経営計画の属する東白川村の森林整備計画に則り実施する。 

また、東白川村森林組合は FSC®森林認証を取得しており、施業時の環境保護対策や安全基準等に

関しては、FSC の基準と東白川村森林組合の規定に則り適正な作業と管理に努めている。 

 東白川村の山林はどちらかというと成長が遅いため、現在のところ収穫の時期を迎えていない。 

そのため間伐施業が主となっており、収穫（皆伐）はほとんど行われていないのが現状である。 

 

【間伐について】 スギ12年生，ヒノキ15年生以降で成長に応じた間伐を行う。(第 1，2 図参照) 

基本的に定量間伐を行っているが、不良木などは優先して間伐している。間伐率の設定は、成長に応じ

20％～30％程度となっている。(第 1，2 図参照) 

東白川村森林組合の方針 ： ヒノキおよびスギの人工林について施業基準を下記のとおり定めている。 
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※2 対象林において、森林経営計画に基づいた森林施業（植栽、保育、間伐及び主伐）及び森林の保護（境界確認及び森林の巡視）
の方針について、各種施業の実施予定の有無・時期、間伐実施間隔、植栽樹種、定量／定性間伐の区分、間伐率、森林の保護

の実施予定・頻度等の内容を、数値を用いて具体的に説明すること。また、林分が多数にわたる場合には、総括表を記載した
うえで、森林簿又は森林経営計画書から上記情報が含まれている部分の写しを添付しても良い。 

 

 

2.3 新規登録、更新の別 

■Ｊ－クレジット制度において新規に登録されるプロジェクトである 

□2008年 4 月～2013年 3月にオフセット・クレジット（J- VER）制度において登録されたプロジェクトと同一

の吸収活動であり、Ｊ－クレジット制度において更新されるプロジェクトである ※ 

※ プロジェクトの更新は、Ｊ－クレジット制度実施要綱の 4.3.2 において定められるもの。 

 

2.4 プロジェクト要件への適合 

追加性 ■追加性を有している ※ 

※ 【FO- 001（森林経営活動）について】追加性評価に関する詳細情報は別紙（A.1）に示すこと。 
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3 方法論 

3.1 適用方法論 

適用する方法論 方法論番号  FO-001   ver. 2.4   

方法論名称 森林経営活動 

 

3.2 方法論の適用条件への適合 

条件１ ■ 適合している プロジェクト登録地は、森林法第５条に基づく東白川村地域

森林計画の対象森林である。 

 

条件２ ※1 ■ 適合している 

 

プロジェクト登録地は、東白川村が認定する森林経営計画の対

象森林であり、同計画に従って施業を実施している。森林経営計

画の対象森林のうち当組合が管理する森林の一部（森林認証に

加入している組合員の所有林）を登録する。 

登録地の該当する森林経営計画： 

東白川村認定森林経営計画 

① 認定番号：2016- A059- 2- 01- 001 

計画期間：平成29年 1 月 25日～平成 34年 1 月 24日 

② 認定番号：2013- A059- 2- 01- 005 

計画期間：平成26年 3 月 1 日～平成 31年 2 月 28日 

③ 認定番号：2013- A059- 2- 01- 006 

計画期間：平成26年 3 月 1 日～平成 31年 2 月 28日 

④ 認定番号：2015- A059- 2- 01- 002 

計画期間：平成28年 3 月 1 日～平成 33年 2 月 28日 

⑤ 認定番号：2018- A059- 2- 01- 008 

計画期間：平成31年 2 月 1 日～平成 36年 1 月 31日 

⑥ 認定番号：2018- A059- 2- 01- 006 

計画期間：平成31年 2 月 1 日～平成 36年 1 月 31日 

 

条件３ ※2 ■ 適合している 

 

主伐の計画は無いことから、吸収量の累計は正である。 

 

条件４ ■ 適合している 

 

森林経営計画に基づく間伐が、プロジェクト登録地において

計画されている。 

 

条件５ ■ 適合している 

 

森林経営計画において、プロジェクト実施地の土地転用は計

画されていない。 

 

※1 【FO-001（森林経営活動）について】算定対象とする施業が含まれる全ての森林経営計画の認

定番号及びその認定期間を記載すること。 

※2 【FO-002（植林活動）について】算定対象とする施業が含まれる全ての森林経営計画の認定番

号及びその認定期間を記載すること。計画が認定されていない場合は、モニタリング報告書に記

載すること。 
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3.3 モニタリング・算定方法 

プロジェクト実施後吸収量 

主要／ 

付随的 
吸収活動 温室効果ガスの種類  

主要 地上部バイオマス蓄積 CO2 

主要 地下部バイオマス蓄積 CO2 

 

プロジェクト実施後排出量 

主要／ 

付随的 
排出活動 温室効果ガスの種類 

主要  CO2 

主要  CO2 
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4 吸収計画 

認証対象期間 

※1 
2018 年 4 月 1 日  ～  2026 年 3 月 31 日（8 年 0 ヶ月） 

吸収計画※2 

年度 
ベースライン 

吸収量 

プロジェクト 

実施後吸収量 

プロジェクト 

実施後排出量 
吸収量 

2018 年度 0 t-CO2 723.9 t-CO2  t-CO2 723 t-CO2 

2019 年度 0 t-CO2 848.0 t-CO2  t-CO2 848 t-CO2 

2020 年度 0 t-CO2 859.7 t-CO2  t-CO2 859 t-CO2 

2021 年度 0 t-CO2 844.0 t-CO2  t-CO2 844 t-CO2 

2022 年度 0 t-CO2 822.7 t-CO2  t-CO2 822 t-CO2 

2023 年度 0 t-CO2 812.9 t-CO2  t-CO2 812 t-CO2 

2024 年度 0 t-CO2 788.3 t-CO2  t-CO2 788 t-CO2 

2025 年度 0 t-CO2 769.7 t-CO2  t-CO2 769 t-CO2 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

合計 0 t-CO2 6,469.2 t-CO2  t-CO2 6,465 t-CO2 

※１ 認証対象期間は、プロジェクト開始日の含まれる年度の開始日から、同日より 8 年を経過する日

若しくは 2031 年 3 月 31 日のいずれか早い日までの間で設定すること。 

※2 吸収量の算定方法については、別紙 A.2 に記載すること。 
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5 データ管理 

データの品質を確保するための仕組みとして、データ収集・集計等体制の整備と個別データの信頼性

の向上について以下に記載する。詳細については、Ｊ－クレジット制度実施規程（プロジェクト実施者

向け）「2.4」を参照のこと。 

 

5.1 モニタリング体制 

データ管理責任者 ※1 東白川村森林組合 参事 

モニタリング担当者 ※1 東白川村森林組合 業務課 森林整備課長 

※1 担当者の組織、役職名を記載すること（個人名は不要）。原則として、それぞれ別の担当者をおく

こと。 

 

5.2 モニタリングデータの収集・記録・保管 

モニタリングデータの収集・記

録・保管の手続 ※1 

・モニタリング担当者及び森林施業担当者は、Ｊ-クレジット制度

モニタリング・算定規程（森林管理プロジェクト用）に基づき、

プロジェクト実施地のモニタリングを行う。 

・モニタリング担当者は現地調査野帳及びその他記録類を電子及

び紙媒体で作成する。 

・データ管理責任者は、モニタリング担当者がまとめたモニタリ

ングデータを検査しモニタリング報告書を作成するとともに、J-

クレジット制度実施規程（プロジェクト実施者向け）に基づき、

適切にデータ管理を行う。 

・プロジェクト実施地における林野管理のための巡視体制は、デ

ータ管理責任者を責任者とし、モニタリング担当者及び林野管

理・森林施業の各担当者により年に１回以上定期的に行い、記録

簿を作成する。 

 

 

データ保存期間 ※2 認証対象期間終了後 10 年間 

※1 認証対象期間において複数の担当者がモニタリングを行う場合には、全ての担当者が適切にモニタ

リングデータの収集・記録・管理を行うための仕組みも併せて記載すること。その際、森林管理の

ための巡視を行う体制を明記すること（森林の巡視とは、一般的に、森林の保全管理及び森林の産

物の盗採、林野火災等の森林被害の防止及び発見のために、定期的及び必要に応じ森林において行

うもの）。 

※2 原則認証対象期間終了後 10 年間とする。 
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6 特記事項 

6.1 吸収量に影響を与える可能性のあるリスクの特定について ※1 

吸収量に影響を与える可能性のあるリスクがあるか 

  □有 ■無 

※1 プロジェクト排出量が増加し、プロジェクト吸収量を上回る可能性のあるリスクも含む。リスクの

例は、記載例を参照 

 

（「有」にチェックした場合に記入） 

項目 概要 

リスク要因 
 

 

 

6.2 ダブルカウントの防止措置について 

類似制度へプロジェクトを登録しているか。 

□ 登録している 

（類似制度名：                              

 類似制度での認証予定期間：                      ） 

■ 登録していない 

   

6.3 法令等の義務の有無について 

プロジェクトの実施は、法令等の義務履行によるものではないか。 

■ 法令等の義務履行によるものではない。 

□ 法令等の義務履行によるものである。 

 

6.4 認証対象期間の設定について 

認証対象期間の前後の年度に、主伐の実績又は計画はないか。 

□ 有     ■ 無 

有の場合、認証対象期間は、クレジットを過大に発生させる目的で、主伐の時期を意図的に避けて設

定していないか。 

□ 意図的に避けたものではない 

（設定の考え方：                             ） 

       （例）森林経営計画の計画期間を認証対象期間としている 

 


